
（１）使用前事業者検査

１日あたりに実施する検査要領書数:
最大 約１０冊／日

＜使用前確認の実施方法＞
【代表設備の確認方法】
事業者による使用前事業者検査が検査独立性を踏まえて適切に行われていること（検査の
実施状況、プロセス）を確認すると想定
①記録確認
基本的に使用前事業者検査の記録確認が主として実施
②立会い確認
記録確認の他、事業者の検査工程の状況により、左記の対象設備から立会い確認を実施
【検査完了（抜け漏れ）確認】
全ての検査対象が漏れなく検査完了していることを事業者の管理手法（「検査管理表」）か
ら抜取により確認すると想定

＜検査項目＞
・材料検査
・寸法検査
・耐圧漏えい検査
・据付外観検査
・機能性能検査 等

設工認どおりであること、
技術基準に適合している
ことについて、要領書に判
定基準を定めて検査を
実施

検査に必要な要領書数:約１,０0０冊

再処理施設の使用前事業者検査・使用前確認の進め方について

（２）使用前確認
＜今後協議したい事項＞
・検査対象は膨大である。
・効率的に確認を進めるため、左
記の実施方法を踏まえ、具体的
確認方法の協議したい。
・また、規制庁の検査体制につ
いても、当社の体制と整合と整
合するよう対応をお願いしたい。
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設工認申請対象設備数
（使用前事業者検査対象数）
:約４０,０0０機器
注)数値は設工認申請対象の整理結果により変更あり
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・上記体制により検査独立性を確保し使用前事業者検査を実施する
（10班／日＝65名の検査体制を想定）
・全検査対象の検査実績を管理する「検査管理表」を作成し、検査の抜け漏
れ確認を管理する。

＜使用前確認対象＞

・新規制によって新たに要求が追加された「新設、改
造設備」および「既設設備（要求変更あり）」から
選定されることを想定（対象:約21,000機器）

・この中から、機種分類毎に重要度が高い設備を代
表設備として選定されると想定

⇒ 設工認申請対象設備の整理完了後、事業者か
ら代表候補設備、物量感等を提示する

＜実施体制＞
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